
○唐津市住宅耐震診断等事業費補助金交付要綱 

令和５年５月２９日 

告示第２００号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、安心・安全なま

ちづくりを推進するため、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年国官会

第２３１７号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。）の規定に基づき、

住宅の耐震診断及び総合支援事業（以下「耐震診断等」という。）を実施する民

間の住宅の所有者等に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し唐

津市補助金等交付規則（平成１７年規則第４２号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 耐震診断 別表第１に掲げる方法に基づき行う耐震診断をいう。 

(2) 総合支援事業 唐津市耐震改修促進計画に基づき実施する国要綱附属第Ⅱ編

第１章イ―１６―(１２)―①住宅・建築物耐震改修事業で定める住宅の耐震化

のための計画の策定（以下「耐震改修設計」という。）及び耐震改修に関する

事業をいう。 

(3) 住宅の所有者等 住宅の所有者又は所有者に代わり耐震診断等に要する経費

を負担する親族等で、市長が住宅の所有者に準ずると認めるものをいう。 

(4) 既存耐震不適格建築物 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物をい

う。 

(5) 住宅 一戸建ての住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部

分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のもの）を含む。）で、次に掲げる既

存耐震不適格建築物をいう。 

ア 木造住宅 木造在来軸組構法又は木造枠組壁構法の住宅をいう。 

イ 非木造住宅 木造住宅以外の住宅をいう。 



(6) 佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士（以下「登録建築士」という。） 一般

社団法人佐賀県建築士会又は一般社団法人佐賀県建築士事務所協会において登

録された建築士で、建築士事務所に属するものをいう。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助

金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及びこれに対する

補助金の額は、別表第２のとおりとする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

別表第２の区分に応じて耐震診断等を行う民間の住宅の所有者等（区分所有建築

物にあっては、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３

条に規定する団体）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市税に滞納がある者は、補助対象者としない。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、住宅耐

震診断等事業費補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市

長に申請しなければならない。 

(1) 耐震診断等事業実施（変更）計画書（第２号様式） 

(2) 収支予算書（第３号様式） 

(3) 耐震診断等を受けようとする住宅の位置図 

(4) 耐震診断等を受けようとする住宅の平面図 

(5) 耐震診断等に要する経費の見積書の写し 

(6) 誓約書 

(7) 既存耐震不適格建築物であることを証する書類 

(8) 耐震診断の結果報告書及び耐震診断が第８条各号のいずれかに該当する者に

より行われたことを証する書類（総合支援事業に係る申請に限る。） 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 補助対象者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に



係る仕入れに係る消費税相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合

には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補

助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分に

ついては、この限りでない。 

（補助金の交付決定の通知） 

第６条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、適当である

と認めたときは、３０日以内に住宅耐震診断等事業費補助金交付決定通知書（第

４号様式）により、申請者に対し補助金の交付決定の通知をするものとする。た

だし、提出された書類等を補正させるときは、この限りでない。 

（補助金の交付の条件） 

第７条 規則第６条第３項の規定により、補助金の交付の決定においては、次に掲

げる条件を付するものとする。 

(1) 法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

(2) 補助対象経費の内容を変更しようとする場合においては、市長の承認を得る

こと。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更の場合は、この限り

でない。 

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける

こと。 

(4) 第５条の規定により徴した誓約書については、必要に応じて所轄の警察署に

照会することがあること。 

(5) 補助対象経費の収支を明らかにした書類等を整備し、補助金の交付を受けた

年度終了後５年間保管すること。 

(6) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を

受けてはならないこと。 



(7) 補助対象事業を行うために契約を締結する場合においては、唐津市内又は佐

賀県内の企業等と契約するように努めること。 

２ 補助金の交付の決定を受けた者は、前項第２号及び第３号の規定により承認を

受けようとする場合は、速やかに住宅耐震診断等事業計画変更申請書（第５号様

式）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、

これを承認し、住宅耐震診断等事業費補助金交付変更（取消）通知書（第６号様

式）により申請者に通知する。 

（耐震診断の実施） 

第８条 補助対象者は、耐震診断を実施する場合は、次に掲げる者に行わせなけれ

ばならない。 

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号）

第５条第１項に該当するもので建築士事務所に所属する建築士 

(2) 登録建築士（木造住宅に限る。） 

(3) 前２号と同等以上と認められる者 

（判定） 

第９条 補助対象者は、耐震改修設計を行った場合は、その結果について既存建築

物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員

会の判定を受けなければならない。ただし、木造住宅の耐震性能を向上させるた

めの耐震改修設計の場合は、その耐震性能を一般財団法人日本建築防災協会（以

下「建防協」という。）による木造住宅の耐震診断と補強方法で定める「一般診

断法」及び「精密診断法」又は建防協の評価を受けたプログラムにより確かめた

ものに代えることができる。 

（実績報告） 

第１０条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに住宅耐震診断等事

業完了報告書（第７号様式）に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

書類を添えて市長に報告しなければならない。 

(1) 耐震診断 次に掲げる書類 



ア 耐震診断の結果報告書の写し 

イ 耐震診断に要した経費の領収書の写し 

ウ 耐震診断が第８条各号のいずれかに該当する者により行われたことを証す

る書類 

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

(2) 総合支援事業 次に掲げる書類 

ア 契約書の写し 

イ 工事写真（耐震改修に係る全ての工事内容（施工前・施工後）が確認できる

もの） 

ウ 耐震判定委員会の判定結果の写し。ただし、木造住宅にあっては、第９条た

だし書の規定により確かめられた耐震改修設計図書に代えることができる。 

エ 総合支援事業に要した経費の領収書の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の住宅耐震診断等事業完了報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した

日から３０日を経過した日又は毎年度３月３１日のいずれか早い日とする。 

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による補助対象事業完了の報告書の提出があった場

合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、

その確定した補助金の額を住宅耐震診断等事業費補助金確定通知書（第８号様式）

により通知しなければならない。 

（補助金の請求） 

第１２条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、請求書を市長に

提出し、補助金の交付の請求をするものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、住宅の所有者等が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交

付決定の内容、条件その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有

無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、住宅耐震診断



等事業費補助金交付取消通知書（第９号様式）により申請者に通知するものとす

る。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その補助金を

返還させることができる。 

４ 市長は、前項の規定により補助金を返還させる場合には、住宅耐震診断等事業

費補助金返還命令書（第１０号様式）により、期限を定めてその返還を求めるも

のとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

 耐震診断の方法 

１ 一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法で定

める一般診断法及び精密診断法（時刻歴応答解析による方法を除く。） 

２ 一般社団法人プレハブ建築協会による木質系工業化住宅の耐震診断法 

３ 公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の

運用細目（昭和５５年７月２３日付け文管助第２１７号文部大臣裁定） 

４ 一般財団法人日本建築防災協会による既存鉄骨造建築物の耐震診断指針、

既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準及び既存鉄骨鉄筋コンクリー

ト造建築物の耐震診断基準 

５ 一般財団法人建築保全センターによる官庁施設の総合耐震診断基準 

６ 文部科学省が策定した屋内運動場等の耐震性能診断基準 

７ 一般社団法人プレハブ建築協会による鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法 

８ 一般社団法人プレハブ建築協会によるコンクリート系工業化住宅の耐震診



断法 

９ 一般財団法人日本建築防災協会による既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリ

ート造建築物の耐震診断指針 

１０ 一般財団法人日本建築防災協会による既存壁式鉄筋コンクリート造等の建

築物の簡易耐震診断法 

別表第２（第３条関係） 

補助対象事業区分 補助対象経費 補助金の額 

１ 耐震診断 本市内に存する民間の住宅

の耐震診断に要する経費 

補助対象経費の３分の２以内

の額とし、１戸当たり１３６，０

００円を限度とする。ただし、

１，０００円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てる。 

２ 総合支援事業 国要綱附属第Ⅲ編第１章イ

―１６―(１２)―①住宅・建

築物耐震改修事業に係る耐震

化のための耐震改修に要する

経費。ただし、建替え及び除却

に関する事業を除く。 

補助対象経費の５分の４以内

の額とし、１戸当たり１，１５

０，０００円を限度とする。ただ

し、利子補給制度を利用した場

合は、５７５，０００円とし、１，

０００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てる。 

備考 

１ 昭和５７年１月１日現在に存在していたことが登記事項証明書又は固定資

産課税台帳により確認された建築物については、既存耐震不適格建築物とみ

なす。 

２ 木造住宅の耐震診断については、別表第１の１の項の耐震診断の方法を用

いることとする。 

  ３ 利子補給制度とは、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震

改修融資の利子補給制度をいう。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第５条関係） 

第４号様式（第６条関係） 

第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第７条関係） 

第７号様式（第１０条関係） 

第８号様式（第１１条関係） 

第９号様式（第１３条関係） 

第１０号様式（第１３条関係） 

 


